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◎「健康経営優良法人認定制度」とは・・・ 

経済産業省と日本健康会議が、保険者(健康保険組合など)と連携して特に優良な「健康経営」を 

実践している法人を認定する制度で、2017年度から開始されました。 

「健康経営優良法人(大規模法人部門)」に認定された法人の中で、健康経営度調査結果の上位 

500法人が 通称「ホワイト 500」 として認定されています。 

※ 「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。 

 

「健康経営優良法人 ホワイト 500」 に 

２年連続で認定 

 

経済産業省より 『健康経営優良法人 2020』 が発表され、㈱FTS は 『健康経営優

良法人 2020 (大規模法人部門 (ホワイト 500))』 に２年連続で認定されました。 

 


